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北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
四
七
年
一

O
月
二

O
日
(
金
〉
午
後
一
一
一
時
!
六
時

「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
公
勤
務
法
上
の
諸
問
題
」

報
告
者
カ
ー
ル
・

H
・
ウ
レ
教
授

出

席

者

二

O
名

今
回
は
ド
イ
ツ
・
シ
ュ
バ
イ
エ
ル
行
政
大
学
学
長
カ
1
ル
・
ヘ
ル
マ
ン
・

ウ
レ
教
授
を
迎
え
て
、
表
記
の
よ
う
な
題
で
お
話
を
う
か
が
っ
た
。
そ
の
要

旨
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
西
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
の
基
本
法
(
と
く
に
「
公

勤
務
法
は
職
業
官
吏
制
の
伝
統
的
原
則
を
考
慮
し
て
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
す
る
三
三
条
五
項
〉
の
下
に
お
い
て
、
公
務
員
は
従
来
通
り
官

吏
と
雇
員
な
い
し
労
務
者
と
に
区
別
さ
れ
、
宮
吏
は
単
な
る
雇
員
や
労
務
者

と
異
な
り
、
私
企
業
労
働
者
と
は
全
く
ち
が
う
法
的
取
扱
い
を
う
け
る
。
す

な
わ
ち
官
吏
関
係
の
公
法
的
性
格
と
労
働
関
係
の
私
法
的
性
格
、
官
吏
に
つ

い
て
の
政
治
的
行
為
の
制
限
や
ス
ト
ラ
イ
キ
の
禁
止
と
、
労
働
者
に
お
け
る

政
治
的
活
動
の
自
由
や
ス
ト
ラ
イ
キ
権
、
法
律
に
よ
る
官
吏
関
係
の
一
方
的

規
律
と
労
働
協
約
に
よ
る
労
働
関
係
の
規
律
、
官
吏
に
つ
い
て
の
終
身
雇
用

原
則
・
政
府
に
よ
る
扶
朗
、
こ
れ
に
対
す
る
に
雇
員
等
や
労
働
者
に
お
け
る

解
約
告
知
可
能
性
・
特
定
職
務
へ
の
任
用
・
給
与
に
お
け
る
対
価
原
則
・
社

会
保
険
に
よ
る
保
障
、
等
々
が
そ
れ
で
あ
る
。
近
時
こ
の
伝
統
的
原
則
に
対

す
る
批
判
の
声
が
あ
り
、
統
一
的
な
公
勤
務
法
制
定
の
意
見
も
あ
る
が
、
ウ

レ
教
授
は
こ
れ
に
反
対
し
て
次
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
現
代
社

会
に
お
け
る
行
政
の
任
務
を
達
成
す
る
上
で
不
可
欠
の
、
高
権
的
権
限
の
行

使
に
あ
た
る
官
吏
の
独
立
性
・
非
党
派
性
・
客
観
的
正
当
性
等
を
確
保
す
る

為
、
将
来
に
わ
た
っ
て
も
伝
統
的
な
職
業
官
吏
制
の
諸
原
則
を
堅
持
し
、
労

働
者
を
モ
デ
ル
と
す
る
よ
う
な
統
一
的
公
勤
務
法
は
排
斥
さ
る
べ
き
で
あ

る
。
さ
も
な
け
れ
ば
公
務
員
が
特
定
政
党
・
団
体
の
道
具
に
な
り
下
り
、
西

ド
イ
ツ
の
自
由
か
つ
民
主
的
国
家
体
制
に
容
易
な
ら
ぬ
結
果
を
ま
ね
く
で
あ

ろ
う
、
と
。

報
告
後
の
討
論
に
お
い
て
は
、
ま
ず
西
ド
イ
ツ
の
官
吏
宙

g
gな
)
の
性

格
に
つ
い
て
質
疑
が
な
さ
れ
、
そ
れ
と
関
連
し
て
官
吏
と
し
て
の
裁
判
官
の

地
位
や
現
実
政
治
と
の
関
連
、
終
身
雇
用
制
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
日
独
の
異

問
、
さ
ら
に
教
授
が
学
長
を
つ
と
め
て
お
ら
れ
る
シ
ュ
バ
イ
エ
ル
行
政
大
学

の
性
格
や
フ
ラ
ン
ス
の

E
N
D
A
と
の
比
較
、
つ
い
で
ワ
イ
マ

l
ル
共
和
国

に
お
け
る
国
家
官
僚
と
政
党
と
の
関
係
等
、
多
岐
に
わ
た
る
討
論
の
後
、
開

会
し
た
。

O
昭
和
四
七
年
一
一
月
二
四
日
(
金
〉
午
後
一
時
半
l
四
時
半

「
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
選
挙
に
つ
い
て
」

報

告

者

小

川

晃

一

出

席

者

約

二

O
名

報
告
者
小
川
教
授
は
本
年
六
月
J
九
月
の
間
ア
メ
リ
カ
各
地
を
旅
行
さ

れ
、
州
予
備
選
挙
(
プ
ラ
イ
マ
リ
!
)
や
全
国
党
大
会
に
出
席
さ
れ
、
ア
メ

リ
カ
の
大
統
領
選
挙
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
親
し
く
体
験
さ
れ
た
。
今
日

の
報
告
は
そ
う
し
た
体
験
談
を
ま
じ
え
つ
つ
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
職
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の
性
格
に
つ
い
て
、
一
般
に
大
統
領
H
聖
職
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
と

く
に
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
!
の
出
現
(
一
九
五
二
年
)
以
来
、
カ
リ
ス
マ
的
色
彩

が
濃
く
な
っ
て
き
て
い
る
点
を
指
摘
さ
れ
た
。
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領

と
は
、
現
実
の
「
き
た
な
い
」
政
党
政
治
を
「
超
え
た
」
超
人
的
人
物
で
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
非
政
治
的
な
神
聖
視
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
一

般
的
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
る
に
現
実
に
は
「
雲
上
人
」
的
な
ア
イ

ク
は
、
専
門
家
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
が
指
摘
さ
れ
、

そ
れ
と
の
対
照
で
、
ケ
ネ
デ
ィ
が
現
実
に
担
当
の
「
や
り
手
」
で
あ
っ
て
、

選
挙
手
段
に
つ
い
て
も
か
な
り
思
い
き
っ
た
手
を
使
っ
た
こ
と
が
、
さ
ま
ざ

ま
な
具
体
例
を
通
じ
て
の
べ
ら
れ
た
。
つ
い
で
大
統
領
候
補
と
な
る
為
の
資

格
要
件
、
ブ
レ
ー
ン
ト
ラ
ス
ト
の
問
題
等
に
つ
い
て
話
さ
れ
、
最
後
に
六

0

年
代
以
後
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
変
化
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
社
会

の
核
心
た
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
エ
ト
ス
の
解
体
を
、
い
わ
ば
ラ
ジ
カ
ル
に
表

現
し
て
い
る
の
が
マ
ク
ガ
パ
ン
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
以
上
を
序

論
的
部
分
と
し
て
、
あ
と
は
大
統
領
選
の
具
体
的
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
①

プ
ラ
イ
マ
リ
l
、
②
党
全
国
大
会
、
③
公
式
の
選
挙
戦
開
始
(
九
月
)
、
④

選
挙
人
選
挙
(
一
一
月
)
、
と
四
つ
の
段
階
に
わ
け
で
、
具
体
的
に
詳
細
に

報
告
さ
れ
た
。

討
論
に
お
い
て
は
、
党
大
会
代
議
員
の
選
出
法
や
そ
の
資
格
等
に
つ
い

て
、
マ
ク
ガ
パ
ン
候
補
の
性
格
や
役
割
、
ケ
ネ
デ
ィ
家
に
つ
い
て
、
等
々
多

様
な
論
点
が
話
題
に
な
っ
た
。

ロ刑
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法事 次
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る
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雅 粂 節 俊 二大 弘

子 清 男 生 隆き 一
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